
現在、中国経済はかつての高度成長から

減速傾向が強まっており、一部の日系企業

も撤退、人員削減の検討を進めております。 
紙面の都合もあり、全体的な人員削減に

おける中国の労働法制を記載するのは難し

いのですが、今後連載形式で中国における

人員削減の注意点をお伝え致します。日本

人の感覚や常識に合わない記載も多いと思

われるかもしれませんが、中国現地の実情

に合わせてお伝え致します。 
 
経済補償金の相場 
Q 穏便に解決したいが、法定基準を上回る

経済補償金を支払ったほうが円満に解決で

きるのか。相場はどの程度のものか？ 
→中国では退職事由によっては、使用者に

一定の経済補償金の支払い義務が発生しま

す。労働契約法第４７条第１項によれば、

経済補償金は労働者が本使用者に勤務して

いた年数に照らし、１年毎に賃金１ヶ月分

を基準として労働者に支払われます。いわ

ゆるリストラの場合は、多くの場合、使用

者から退職勧奨を行います。使用者の退職

勧奨により退職した場合も経済補償金が発

生します。 
ただし、リストラの場合は円満に解決す

るため法定基準を上回る水準で経済補償金

を支払うことが多いです。相場といっても、

私が大規模な調査をしたわけではなく、あ

くまでも周囲の労働法に詳しい複数の中国

人律師に聞いた話ですが、上海では法定の

経済補償金に加えて１ヶ月分の賃金をプラ

スするくらいではなかなか円満に退職して

もらえず、２ヶ月分の賃金をプラスするく

らいであれば何とかなるかもしれない、で

きれば３ヶ月分の賃金をプラスしたほうが

よいのではないかとの意見が多数でした。 
しかし、例えば、同じ会社で過去に退職

した従業員に対し、法定の経済補償金に加

えて３ヶ月分の賃金をプラスして支払って

いた事例があるのであれば、最低でも３ヶ

月分の賃金をプラスして支払わなければな

りません。中国人従業員のネットワークは、

日本人が想像する以上に広く張り巡らされ

ており、ほぼ全員の従業員が過去の退職時

の経済補償金の水準を知っているからです。

経済補償金の交渉時に「２年前に◯さんが

退職した時は、法定の経済補償金にプラス

して３ヶ月分を支払ったはずだ。私も最低

プラス３ヶ月分が欲しい」とよく言われる

そうです。 
また、例えば、上海工場の経済補償金支

払金額の前例を広州の工場の従業員が知っ

ている場合も多くあります。中国は広いで

すが、従業員のネットワークはあまり距離

と関係がないようです。 
経済補償金の支払い時には前例を調査

する必要があります。また、予算を多めに

取り、臨機応変に対応しないといけない場

合もあります。 
次回は退職勧奨について述べます。 
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上海から弁護士向井蘭が中国の労働法制・労働事情の情報を発信！！ 
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